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　なお、立入検査を実施する際の「項目、着眼点及び検査内容」については、
貯金保険機構のホームページにおいて公表していますので、参照してくだ
さい。

　名寄せ作業の中で、決済用貯金以外で合算して元本1,000万円を超え
る貯金等を有している場合には、別途法令により定められた付保貯金額を
算定するための複数の貯金等間の優先順位（Q を参照してください）に
より、貯金等を元本 万円まで選別します。

　貯金保険法では、都道府県知事（または農林水産大臣及び金融庁長官）
が必要があると認めるときは、貯金保険機構に農水産業協同組合に対する
検査を行わせることができると規定しています。
　貯金保険機構が行う検査については、同法に基づき、①保険料の納付が
適正に行われていること、②農水産業協同組合に義務付けられている名寄
せのためのデータベース及びシステムの整備（破綻時の支払対象貯金等に
係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要
な措置を含む）が講ぜられていること、③農水産業協同組合が破綻したと
きの貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額（注）、
の３項目を検査対象としています。


